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R8 R9 R10 R11
(2026) (2027) (2028) (2029)

93.6 93.9 93.9 94.3

9.2 9.2 9.2 9.2

95.2 97.6 100.5 102.5

△ 1.6 △ 3.7 △ 6.6 △ 8.2

30.8 18.5 36.6 19.7

38.9 28.0 50.2 34.5

20.5 18.2 26.0 16.2

18.4 9.8 24.2 18.3

△ 8.1 △ 9.5 △ 13.6 △ 14.8

5.7 5.7 △ 1.3 △ 6.8

― ― 1.6% 8.5%

資金
状況

資金過不足額

資金不足比率

純損益

資本的
収支

収入

支出

うち建設改良費

うち企業債償還金

収支差引

財政収支計画
（第１期計画）

収益的
収支

収益

うち一般会計繰入金（基準外繰入金）

費用

R8 R9 R10 R11
(2026) (2027) (2028) (2029)

93.6 96.8 99.8 100.2

9.2 9.2 9.2 9.2

95.2 97.6 100.5 102.5

△ 1.6 △ 0.8 △ 0.7 △ 2.3

30.8 18.5 36.6 19.7

38.9 28.0 50.2 34.5

20.5 18.2 26.0 16.2

18.4 9.8 24.2 18.3

△ 8.1 △ 9.5 △ 13.6 △ 14.8

5.7 8.7 7.5 7.9

― ― ― ―

資金
状況

資金過不足額

資金不足比率

純損益

資本的
収支

収入

支出

うち建設改良費

うち企業債償還金

収支差引

財政収支計画
（第１期計画）

収益的
収支

収益

うち一般会計繰入金（基準外繰入金）

費用

【料金改定なし】

第５章 計画期間中の財政収支計画

第２章 市バス事業の現状と課題等

川崎市バス事業 経営計画（案） 【概要版】
第１章 計画の策定に当たって

第３章 計画の基本的な考え方

市バス事業を取り巻く環境の変化と課題

▍社会環境の変化

第４章 目標達成に向けた取組（施策体系）

計画期間
 本計画期間は、「川崎市総合計画」との整合を図るため、令和８（2026）年度から令和19（2037）年度までの12年間に

設定（具体的取組の計画は第１～３期まで、各４年間に設定）

 第２期以降の具体的な計画については第１期４年間の取組状況等を踏まえて策定

 「川崎市総合計画」の政策を効率的・効果的に推進するため、総合計画の個別計画として位置付け

各事業の具体的な取組 は次のページを御覧ください。

 ４つの戦略と１0の施策、20の事業を掲げるとともに、各事業に位置付けられる具体的な取組を推進（１期４年間）

１

 脱炭素化に向けた取組や、営業所の建替え整備、特別減収対策企業債の償還等、多くの資金が必要となり、厳しい経営状況が見
込まれる中、今後においても公共交通事業者としての意義・役割を着実に果たしていくため、市域の路線バスネットワーク形成に寄
与しながら、市バスネットワークの効率的・効果的な構築を前提に、安全かつ快適で利用しやすいサービスを提供し、安定した経営
基盤の構築に取り組む

戦略１ 運輸安全マネジメントの推進

施策１ 運輸安全マネジメントの着実な推進

施策２ 安全啓発の推進

事業１ 安全対策の強化
事業２ 運行管理体制の充実・強化

事業３ 輸送の安全に係る啓発活動の充実

戦略２ サービスの推進

施策３ 市バスネットワークの形成

施策４ バス利用環境の整備

施策５ 快適な移動空間の提供

事業４ 都市基盤整備に応じた市バスネットワークの形成
事業５ 走行環境や利用動向に応じた利便性の確保

事業６ 分かりやすい案内サービスの提供
事業７ 乗車券のＩＣ化の推進

事業８ バス車内の快適性の向上
事業９ バス停留所施設の整備・維持

戦略３ 公営交通事業者としての取組

施策６ 本市の行政施策との連携

施策７ 環境対策の推進

事業10 公共交通ネットワークの形成に向けた取組等
事業11 公共性の高い路線の維持

事業12 バス車両等の脱炭素化に向けた取組
施策８ 災害時等への対応

事業13 危機管理体制の強化に向けた取組

※収益的収支は消費税及び地方消費税抜き、資本的収支は消費税及び地方消費税込みです。
※端数処理により、収支が一致しない場合があります。
※収益的収支とは、当該年度の企業の経営活動に伴い発生すると予定されるすべての収益とそれに対応するすべての費用を、資本的収支とは、諸設
備の整備、拡充等の建設改良費や、建設改良に要する資金としての企業債収入、現有施設に要した企業債の元金償還等の予定を指します。また、
資金状況の欄では、資金収支の累積過不足額を表す資金過不足額と、資金の不足額の事業の規模に対する比率を表す資金不足比率を記載してい
ます。

市バス事業の現状

戦略４ 経営基盤の構築

施策９ 安定した経営基盤の確保
事業14 持続可能な経営の推進
事業15 持続可能な事業運営に係る組織体制の構築
事業16 安定的な事業基盤を支える人材の確保

事業18 営業所の計画的整備

施策10 プロモーションの推進
事業20 プロモーションの推進

事業17 人材育成の推進と組織の活性化

事業19 資産の有効活用等

•乗車料収入は、令和７年度の見込額を基に、市バスネットワークの形成に向けた取組等を反映して算定
•一般会計繰入金（基準外繰入金）は、令和８年度からの行政路線補助金や公共施設接続路線負担金を反映して算定

収

益

•人件費は定年退職者の再任用や正規職員の採用による新陳代謝等を反映して算定
•減価償却費は、バス車両の更新や営業所の計画的整備等の投資に係る償却額を反映して算定

費

用

•令和10年度以降に資金不足が生じると予想されることから、令和９年度に20円の料金値上げを実施した場合の財政収支計画及
び財政収支見通しも掲載

そ
の
他

【主な前提条件】

【R9年度に20円値上げした場合（仮定）】

計画策定の
背景・趣旨

 乗合バスの輸送人員は、少子化やライフスタイルの変化等による長期的な需要減に加え、新型コロナウイルス感染
症の影響等により、輸送人員が大きく減少し、感染症拡大前の水準まで回復していない状況

 これまでは、令和元（2019）年度から令和７（2025）年度までを計画期間とする「川崎市バス事業経営戦略プログラム」
に基づき、お客様サービスの向上と持続可能な経営を目指して取組を推進

 高齢化の進行や人口増加、まちづくりの進展などの事業を取り巻く環境が刻々と変化する中においても、運転手・整
備員の確保・育成や営業所施設の老朽化といった課題に的確に対応しながら市バス輸送サービスを持続的に提供
し、市民やお客様の大切な交通手段を確保するため、新たな経営計画を策定

▍事業環境の変化

事業規模等
 市域全体を営業エリアとして、市域における路線バス乗車人員

の約４割のシェアを有しており、民営事業者とともに市内のネッ
トワークを維持（本編P.６参照）

 正規職員数は営業所の管理委託規模の拡大、営業所の統合
等により減少傾向で推移（本編P.８参照）

①運転手の確保
 大型自動車第二種免許保有者は10年

で約20万人減少（本編P.18参照）
 今後も運転手不足が見込まれるため、

運転手の確保・育成に向けた取組が必
要

計画の
位置付け

①川崎市の人口動向
 令和７（2025）年４月に人口が155万人を超え、引き続き増加が

見込まれるが、老年人口（65歳以上）の割合は令和12（2030）年
頃までに21%を超え、超高齢社会の到来を予測（本編P.16参照）

 輸送需要の高まりへの対応や誰もが利用しやすいバス利用環
境の整備や安全対策のさらなる充実が必要

②まちづくりに合わせた公共交通の整備
 「魅力と活力にあふれた広域調和型のまちづくり」の推進や「身

近な地域が連携した住みやすく暮らしやすいまちづくり」の推進
など、「広域調和・地域連携型」の都市構造の形成

 都市基盤整備に合わせたバス路線の再編や駅前広場の整備等
が必要（本編P.17参照）

②整備員の確保
 自動車整備技能登録試験申請者は10

年で約1万人減少（本編P.18参照）
 全国的に自動車整備士が不足している

状況などを踏まえた整備員の確保・育成
に向けた取組が必要

③民間整備事業者の減少
 市バスの委託業務を担う民間整備事業

者は10年で半減（本編P.19参照）
 民間事業者の減少に対応するため、自

家整備体制の拡充と技術高度化への対
応が必要

④営業所施設の整備
 ４営業所中３営業所は築40年以上が経

過し、施設の老朽化が進行（本編P.19参
照）

 安定的な輸送サービスを継続していくた
め、営業所の計画的な整備等が必要

⑤脱炭素社会の実現に向けた取組
 本市では、令和32（2050）年のCO₂排出

実質ゼロを目指す川崎市地球温暖化対
策推進計画等を策定（本編P.20参照）

 電気バスの計画的導入など本市の計画
と連携した取組が必要

⑥交通分野におけるDXの進展
 本市では、自動運転バスのレベル4の実

装に向けた取組を推進
 自動運転など公共交通分野における新

たなデジタル技術の情報収集や導入に
ついて検討が必要（本編P.20参照）

お客様へのサービス
 お客様満足度を調査する「市バスお客様アンケート調査」を実

施し、お客様の満足度、不満足度を継続的なサービス向上に
向けた取組に活用

 令和６年度のお客様満足度の調査結果は、「総合満足度」が
73.4％で、調査開始以降最も高い評価（本編P.９参照）

安全な輸送サービス
 令和６（2024）年度の有責事故発生件数は40件で、過去５年間

で最も件数の少なかった令和５（2023）年度と比較して12件増
 令和６年度の有責事故発生増加の主な要因は停車の際の動

揺による車内人身事故等によるもの（本編P.８参照）

収支・経営状況
 令和４（2022）年度以降、料金改定などによる乗車料収入の増

加や輸送需要に対応した運行などにより、純利益を確保
 乗車人員は、新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に

減少し、近年回復傾向にあるが、令和元（2019）年度の乗車人
員まで回復していない状況（本編P.10～11参照）

（単位 億円） （単位 億円）

安全な輸送サービスを第一の使命とし、お客様に信頼して御利用いただ
ける市バスを目指します。

お客様に満足いただける利用しやすい質の高いサービスの提供を行うとと
もに、市民やお客様の大切な足を確保します。

公営交通事業者としての意義・役割に応じた事業運営を図ります。

運輸安全マネジメントやサービスの推進、公営交通事業者としての取組など、
これらの市バスサービスを将来にわたって安定的に提供します。
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戦略１ 運輸安全マネジメントの推進

第４章 目標達成に向けた取組

事業１ 安全対策の強化

事業３ 輸送の安全に係る啓発活動の充実

事業２ 運行管理体制の充実・強化

戦略２ サービスの推進

事業４ 都市基盤整備に応じた市バスネットワークの形成
施策３ 市バスネットワークの形成

施策４ バス利用環境の整備
事業６ 分かりやすい案内サービスの提供

事業７ 乗車券のＩＣ化の推進

事業８ バス車内の快適性の向上

戦略３ 公営交通事業者としての取組

事業10 公共交通ネットワークの形成に向けた取組等

事業12 バス車両等の脱炭素化に向けた取組

施策６ 本市の行政施策との連携

施策７ 環境対策の推進

施策８ 災害時等への対応

事業13 危機管理体制の強化に向けた取組

戦略４ 経営基盤の構築
施策９ 安定した経営基盤の確保

 有責事故の発生形態に応じた「形態別目標」を設定し、その目標達成に向けた

事故防止対策を研修に反映させるなど重点的対策の実施

 運転手を対象とした適性診断やデジタルタコグラフ等を活用した指導の実施に

よる安全確保に向けた意識や技能の向上

 車両更新に合わせたドライバー異常時対応システム（ＥＤＳＳ）の導入拡大

 輸送安全委員会を年４回実施し、進捗管理や安全管理体制の評価等に基づく

見直しや改善を実施

 貸切バス事業者安全性評価認定制度での星評価の維持

【成果目標】 有責事故発生件数29件以下（R11年度）

 点呼執行時における情報伝達の徹底や、デジタルサイネージ等を活用した輸

送安全に関する情報の共有

 遠隔点呼等の活用の検討

 行先確認等の基本動作の徹底

 街頭指導の実施

 経路誤り発生時対応訓練の実施

 主要駅バスターミナル等におけるテロ対策巡回の実施

 小学生・高齢者等を対象とした交通安全・バリアフリー教室の開催（年４回）

 バス利用者等に向けたイラストを用いた安全啓発のチラシ等の配布

 臨海部の拠点整備や、大師橋駅周辺地区などの都市基盤整備の進捗に合わ
せた路線再編の検討・調整

 バス車両を更新する場合はノンステップバスを購入

 障害者差別解消法を取り扱う研修を実施するなど心のバリアフリーの取組を推進

【成果目標】お客様総合満足度72％以上（R11年度）

 バス車内前面のモニターを大きく見やすいものに更新

 市バスマップの定期的な改訂・発行

 交通系ICカード乗車券やスマートフォンによる乗車券以外のキャッシュレス決済
手段の検討

 関係部局等と連携した市民生活を支える公共交通の維持に向けた取組の推

進

 自動運転レベル４の実装に向けた取組の推進

 コミュニティ交通への運行支援（助言・ノウハウ提供）

 適正な公共負担の下での公共性の高い路線の維持

 電気バスの計画的導入

 電気バス以外の次世代自動車の検討

 バイオ燃料等の次世代燃料の検討

 施設における再生可能エネルギーの継続的活用

 エコドライブ指導者研修への派遣

 デジタルタコグラフのデータを活用したエコドライブ指導の実施

 エコドライブ啓発運動の実施

【成果目標】電気バスの導入計15両（R8〜R11年度）

 災害の発生を想定した実践的な防災訓練の実施

 「交通局危機管理対応マニュアル」の見直し

施策１ 運輸安全マネジメントの着実な推進

 収支計画に基づいた事業運営の実施

 民営事業者との路線の重複状況等を踏まえた役割分担等の検討

 上平間営業所及び井田営業所の管理委託更新に向けた取組推進

 乗車料金改定の検討

【成果目標】純利益の確保、資金不足比率20％未満（R11年度）

事業20 プロモーションの推進
 マスメディアを通じた効果的な広報の実施

 「体験型」営業所見学会等のイベントの実施

施策10 プロモーションの推進

 ４つの戦略と１0の施策、20の事業を掲げるとともに、各事業に位置付けられる具体的な取組（１期４年間）を推進

施策５ 快適な移動空間の提供

施策２ 安全啓発の推進

２

事業14 持続可能な経営の推進

事業15 持続可能な事業運営に係る組織体制の構築
 安定的な車両整備に向けた、バス車両整備業務の充実・強化

 効率的・効果的な執行体制の整備

事業16 安定的な事業基盤を支える人材の確保
 養成枠（運転手・整備員）の採用選考の実施

 未経験者枠（運転手）の採用選考の実施

 受験日の希望選択制の導入検討

 合同就職説明会の活用等効果的な広報の推進

事業17 人材育成の推進と組織の活性化
 運転手を対象とした事故防止研修の実施

 整備員を対象とした電気バス取扱（技術）講習会の実施

 無事故・無違反を達成した運転手を評価する無事故表彰の実施

 睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）のスクリーニング検査の実施

事業18 営業所の計画的整備
 塩浜営業所の建替え整備に係る工事着手

 北部地域における事業用地の確保に向けた検討

事業19 資産の有効活用等
 車内額面広告やラッピングバス広告の実施

 イベントや学校行事等に伴う貸切業務依頼への対応

事業11 公共性の高い路線の維持

 老朽化を踏まえた上屋・照明付標識・二面式標識の更新

 交通安全上課題のあるバス停留所について、バス停留所への注意喚起看板の

設置やバス車内における注意喚起アナウンスの実施

事業５ 走行環境や利用動向に応じた利便性の確保
 走行環境の変化に応じた適切なダイヤ改正の実施

 利用状況や収支状況の把握・分析、利用動向に対応した運行時間の変更など、

お客様の利便性確保に向けた取組を実施

【成果目標】市バスの乗車人員（1日平均）12.8万人以上（R11年度）

事業９ バス停留所施設の整備・維持
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川崎市バス事業 経営計画（案） 
について意見公募（パブリックコメント）を実施します 

 
 
市バス輸送サービスを持続的に提供し、市民やお客様の大切な交通手段を確保するため、令和元年度に

計画期間７年間（前期３年間、後期４年間）とする川崎市バス事業経営戦略プログラムを策定し、取組
を進めてきたところです。 

この度、川崎市バス事業経営戦略プログラムの計画期間が令和７年度に満了となることから、新たな計画
として、計画期間を１２年間（令和８年度〜令和１９年度）とする「川崎市バス事業 経営計画(案)」
を取りまとめましたので、市民の皆様やお客様からの御意見を募集します。 
 
１ 意見募集の期間 

令和７年１２月４日（木）から令和８年１月１５日（木）まで 
※ 郵送の場合は当日消印有効 
※ 持参の場合は令和８年１月１５日（木）午後５時まで 

 
２ 資料の閲覧場所 

● 交通局安全・サービス課（川崎御幸ビル９階）● 市バス各営業所（塩浜、上平間、井田、鷲ヶ峰） 
● 各区役所市政資料コーナー ● かわさき情報プラザ（本庁舎復元棟２階）  
● 市ホームページ「意見公募（パブリックコメント）」 

※ 各施設の開庁時間又は発売窓口の営業時間に閲覧できます。 
 
３ 意見の提出方法 

題名、氏名（法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名）及び連絡先（電話番号、 
メールアドレス又は住所）を記載の上、意見を添えて、下記の方法により提出 
※ 書式は自由です。 

（１）インターネット入力フォーム 
市ホームページ「意見公募（パブリックコメント）」の専用ページから、所定の方法により送信 

（２）ＦＡＸ 
044-200-3946（川崎市交通局企画管理部経営企画課） 

（３）郵送 
〒210-0006 川崎市川崎区砂子１－８－９川崎御幸ビル９階 
川崎市交通局企画管理部経営企画課 

（４）持参 
● 交通局安全・サービス課（川崎御幸ビル９階） 
● 市バス各営業所（塩浜、上平間、井田、鷲ヶ峰） 

※ 各施設の開庁時間又は発売窓口の営業時間に受け付けます。  
 
４ その他 

● 記載していただいた個人情報は、提出された御意見の内容を確認する場合に利用し、個人情報の保
護に関する法律その他の関連規定に基づき、厳重に保護、管理します。 

● お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしませんが、後日、市の考え方を取りまとめて市ホ
ームページ等で公表します。 

● 電話や来庁による口頭での御意見は受け付けておりません。 

【問合せ先】                          
川崎市交通局企画管理部経営企画課  
電話︓044-200-3217 FAX044-200-3946   
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